
観光庁⾧官登録旅行業第 38 号 

一般社団法人日本旅行業協会 正会員 

東武トップツアーズ株式会社 

 

 

隅田川花火大会有料観覧席イベント約款 

第1章 総則 

 

（適用範囲） 

第 1 条  

東武トップツアーズ株式会社（以下「当社」といいます）がお客様との間で締結するイベ

ント申込みに関する契約（以下「イベント契約」といいます）はこの約款に定めるところ

によります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習に

よります。 

 

第 2 章 契約の締結 

 

（契約の申込み） 

第 2 条  

当社主催のイベントに申込みをしようとするお客様（以下「参加者」といいます）は、イ

ベントの名称、イベント実施日、参加者の氏名、連絡先その他の事項を当社に通知しなけ

ればなりません。 

 

（契約締結の拒否） 

第 3 条  

当社は、次に掲げる場合において、イベント契約の締結に応じないことがあります。 

(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、その他の参加者条件を満たしていないと

き。 

(2)応募参加者数が募集予定数に達したとき。 

(3)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又はイベントの円滑な実施を妨げるおそれがある

とき。 

(4)当社の業務上の都合があるとき。 

(5)通信契約を締結しようとする場合であって、参加者の有するクレジットカードが無効で

ある等、旅行者がイベント代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約

に従って決済できないとき。 

 



(契約成立の時期) 

第 4 条  

イベント契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ当社があらかじめ通知した支払期限ま

でにイベント代金を受理した時に成立します。 

 

第 3 章 契約の変更 

 

(契約内容の変更) 

第 5 条  

当社は天災地変、戦乱、暴動、利用する施設のサービス提供の中止、官公署の命令、その

他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約内容を変更することがありま

す。契約内容の変更により、当社とイベント契約を締結したお客様(以下「契約者」といい

ます。)に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。 

 

第 4 章 契約の解除 

 

(当社の解除権) 

第 6 条  

当社は、次に掲げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わず、イベント契約を

解除することがあります。解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を

負いません。 

(1)契約者が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格その他の参加者条件を満たして

いないことが判明したとき。 

(2)契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、イベントの継続に耐えられな

いと認められるとき。 

(3)契約者が他の参加者に迷惑を及ぼし、またはイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあ

ると認められるとき。 

(4)契約者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 

(5)契約者の数が、当社の定める最少催行人員に達しなかったとき。 

(6)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合

において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが

極めて大きいとき。 

 

第 5 章 イベント代金の払戻し 

 

(イベント契約の取消し) 



第 7 条  

イベント契約が成立した場合、いかなる場合においても、契約者の要望による当該イベン

ト契約の内容変更、取消しはできません。 

 

(イベント代金の払戻し) 

第 8 条  

当社は、第 6 条第 1 項第 5 号、第 6 号の場合を除き、イベント代金の払戻しはいたしませ

ん。 

２打ち上げ途中で大会が中止となった場合はイベント代金の払い戻しはいたしません。 

 

（免責） 

第 9 条 

当社の指示に従わないことにより発生した損害及び観客同士のトラブルにより生じた損害

について、当社は一切の責任を負いません。 

２花火大会が荒天等により中止となり、当社がチケット代金の払い戻しを決定した場合、 

その際のキャンセル料は以下のとおりとします。 

 ① 一般席：30,000 円／席 

 ② グループ席：50,000 円／エリア 

なお、これに伴い発生するお客様ご自身の交通費、宿泊費、通信費、手数料等について

は、当社では一切の負担をいたしかねます。 

 

 

第 6 章 禁止行為 

 

(禁止行為) 

第 10 条  

契約者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1)他の契約者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利

を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。 

(2)前項の他、他の契約者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、及び与え

るおそれのある行為。 

(3)他の契約者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。 

(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報

を他の契約者または第三者に提供する行為。 

(5)当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的

とした行為、またはその準備を目的とした行為。 



(6)法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 

(7)その他、当社が不適切と判断する行為。 

 

第 7 章 反社会的勢力の排除 

 

(反社会勢力の排除) 

第 11 条  

契約者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力またはそ

の構成員(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当せず、かつ将来にわたって

も該当しないことを表明し、反社会的勢力に代わり自己の名義を利用する場合でないこと

を確約するものとします。 

2 契約者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確

約するものとします。 

(1)暴力的な要求行為。 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務

を妨害する行為。 

(5)その他、前各号に準ずる行為。 

3 当社は、契約者が第 11 条第 1 項、第 2 項の確約に反し、または反していると合理的に疑

われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約者との契約を解除す

ることができます。当該解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を

負いません。 

 

第 8 章 個人情報の取扱 

 

(個人情報の取扱) 

第 12 条 当社は、参加者から取得した個人情報について、当社の個人情報の取扱に関する

方針に従い、参加者との連絡、イベントの手配およびそれらのサービスの受領のための手

続きに必要な範囲で利用いたします。当社の個人情報の取扱に関する方針については、本

サイトの「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。 

 

 

 

 

  



 

特定商品取引法に基づく表示 

 

事業者 東武トップツアーズ株式会社 

販売責任者 代表取締役 社⾧執行役員 百木田 康二 

所在地 131-0045 東京都墨田区押上一丁目 1 番 2 号 

東京スカイツリーイーストタワー 

お問合せ先 電話：03-3624-1923 

受付時間 平日 09:00～17:30 土・日・祝日・年末年始はお休み 

商品の価格 商品ごとに異なりますので、商品画面等にてご確認ください。 

代金以外の必要となる

費用 

消費税、送料、決済手数料、振込手数料（銀行振込・郵便振替）、払込手数料 

※インターネット接続料金その他の通信回線に関する費用については、お客

様にて別途ご用意ください。 

お支払い方法 クレジットカード払い、銀行振込、郵便振替、請求書払い ※商品によって

は支払方法が限定される場合があります。商品ページにてご確認ください。 

お支払い期限 商品ごとに異なりますので、商品画面にてご確認ください。クレジットカー

ド払いによる請求日は、クレジット会社の利用条件によります。 

商品のお引き渡し時期 オンラインツアー等の場合、入室 URL や ID、パスワード等は、実施日の前

日までにメールにてご連絡いたします。その他は商品毎に異なりますので、

商品画面等にてご確認ください。 

変更及びお取り消し不

良品について 

お客様都合による変更及びお取消しの場合、払戻しはございません。その他

は商品毎に異なりますので、商品画面等にてご確認ください。 

送付した物品に破損・汚損がある場合や不良品である場合は、交換等の対応

をさせていただきます。商品ページのお問い合わせ先へお問い合わせくださ

い。ただし、お届けした商品が、開封されている、一度ご使用している、組み

立て後である、お客様の元でキズまたは汚損が生じている場合、返品や交換

はできません。 

商品の返品は、別途商品提供者が定める方法にて行われるものとします。返

品するにあたり、完売等の理由により同じ商品の交換ができない場合、当社

は当社所定の方法で当該商品代金を返金するものとします。 

 

 


